
全国健康保険協会千葉支部 第92回評議会 

（平成29年9月26日開催） 

資料１ 

健康経営の普及促進に係る取組み状況等について 



 健康経営・健康宣言事業の普及促進について 
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健康経営®  とは？ 

 従業員の健康管理に積極的に取り組み、生産性の向上やイメージアップに繋げ、

健全な経営を維持していく経営手法のこと。   ※「健康経営」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です 

 従業員の健康増進に資する取り組みを通じて健康経営に繋げていただく 

現在、協会けんぽ千葉支部では「健康経営」の普及促進事業を展開中！ 

健康経営とは？ 



「健康経営」の普及促進 

≪ 「健康経営」の普及促進を図る背景 ≫ 

 従業員の健康管理に積極的に取り組み、生産性の向上やイメージアップに繋げ、健全な 

経営を維持していく経営手法のこと。 ※「健康経営」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標 

 

健康経営®  とは？ 

保険者機能強化アクションプラン（第3期） 千葉支部データヘルス計画 千葉支部コラボヘルスにおける目標 

 事 業 所 訪 問 の 目 的 

・事業所訪問により各事業所に「健康経営」の理解度を高めていただき、職場における従業員の健康管理・健康づくりの推進を図る。 

訪問させていただいた 
事業所の数 

503 社 
（平成29年9月15日現在） 

 協会けんぽ千葉支部では、健康経営の普及促進のため幹部職員を 

中心に事業所訪問を実施。事業所の責任者等に「健康経営」のご案内と

ご協力の依頼を行っている。 

 事 業 所 訪 問 の メ リ ッ ト 

・健診や医療費の状況をデータにした「事業所健康度診断カルテ」の提供により、その事業所の課題等が 
 “見える化”され、今後優先的に取り組むべきことが相手方にも理解されやすい。 

・事前にアポイントメントをとって訪問するため、代表者・責任者等、影響力のある方への面談が可能。 

・訪問することで職場の実態がよく分かり、より実情に合った内容での相談等ができる。 

・「健康な職場づくり宣言」をしていただける可能性が高い。 

今後もできるだけ多くの事業所を訪問させていただき、健康経営の普及促進を図っていく。 

事業所訪問の実施 
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訪問時期 27年度 28年度 29年度 計 

訪問数 74 216 213 503 



事業所訪問をきっかけに健康づくりに取組む事業所が増えています 

 Ａ社は従業員の約3割が喫煙者。施設長は、従業員自身

の健康や入所者への受動喫煙の影響を以前より気にしてお

り、協会けんぽの訪問を機に本格的に禁煙の取り組みに着

手することに。交代勤務の関係から従業員を１度に集める

のは難しく、禁煙のセミナーや呼気一酸化炭素濃度測定を

2回に分けて実施し、禁煙への動機づけを図った。今後も

継続的に支援を行っていく予定。 

介護施設であるＡ社（被保険者 約50名）のケース 

 Ｂ社の社長は喫煙者（事業所訪問した際、通された応接

室にも灰皿あり）。禁煙の必要性は理解しつつも、なかな

か実行できずにいたが、「健康な職場づくり宣言」を行っ

たことで、年末いっぱいでタバコをやめることを決意。大

晦日、日付が変わる直前に最後の１本を吸った後は禁煙を

続けている。そんな社長の姿が刺激となり、禁煙にチャレ

ンジする従業員が出ることとなった。 

運送業であるＢ社（被保険者 約80名）のケース 

 Ｄ社は従業員の健康のため、禁煙を推進していく必要が

あると考えていた。そこで事業所訪問を機に、新たに禁煙

手当を創設するなど、禁煙を促進していくことになった。

また、全国の支社から社員が集まる年に１度の安全大会に

協会けんぽも参加し、健康セミナーと呼気一酸化炭素濃度

測定会を実施した。その結果、禁煙にチャレンジする従業

員が現れ、協会保健師も禁煙達成に向けたサポートを行っ

ていき、見事8人が禁煙に成功した。 

工事業であるＤ社（被保険者 約100名）のケース 

 醤油の醸造で有名な野田市にあるＣ社。日頃から食事の際

は醤油が欠かせない従業員が多くいるそうで、実際にＣ社の

健診結果を分析すると、高血圧リスク保有者が多くいるとい

う結果に。そのことを社長にお伝えしたところ、従業員の健

康増進のため、血圧計を購入し社内に設置することになった。 

機械器具製造業であるＣ社（被保険者 約50名）のケース 
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   訪問した事業所には、職場の健康づくりを積極的に 

取り組んでいただくよう「健康な職場づくり宣言書」の 

提出を依頼している。 

 平成29年9月15日現在、281社が宣言を行っている。

宣言をした事業所については、支部長名で認定証を発行し、

協会けんぽ千葉支部ホームページに事業所名を掲載。また、

職場における健康づくりを円滑に行えるよう、2名の協会け

んぽ職員を配置している。 

「健康な職場づくり宣言」を 
行った事業所の数 

281 社 
（平成29年9月15日現在）  
※宣言事業所の被保険者数 

     合計 21,867人（参考） 

事業所 

① 宣言書の提出 

② 認定証の発行 

「健康な職場づくり宣言」について 
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・宣言書と認定証は額に入れて贈呈し職場に掲示 
 （従業員、来訪者等への周知） 
・事業所名を千葉支部ホームページへ掲載 

事業所のイメージアップ 

目標は平成29年度中に   330 社 



・社内禁煙の実施 

・禁煙勧奨連名文書の送付 

・呼気一酸化炭素濃度測定の実施 

・禁煙達成者への景品等贈呈 

 

宣 言 項 目 に つ い て （ № 1 ～ ４ ） 
社内で取組む事項、既に取り組んでいる事項に「○」を付ける 

１ 本人の健診（35歳以上） 

・協会けんぽが実施する生活習慣病予防健診を活用。 
・事業者健診を実施している場合はデータを提供。 

275社が宣言 

２ 家族（被扶養者）の健診 

社用封筒を提供いただき、事業主様と支部長の連名に
よる健診受診勧奨文書を対象者へ送付。 
 ※印刷代、郵送代は協会けんぽで負担 

211社が宣言 

のべ 157社 で実施済（のべ 3,327名 へ 
健診受診勧奨文書を送付）。 

223社が宣言 ３ 保健指導の実施 

健診後、対象者への特定保健指導の実施。 

6 

４ 健診結果が悪い方への受診勧奨 

健診結果で「要精密検査」「要治療」と判定された方
に対し、医療機関への受診勧奨を実施。 

246社が宣言 



・社内禁煙の実施 

・禁煙勧奨連名文書の送付 

・呼気一酸化炭素濃度測定の実施 

・禁煙達成者への景品等贈呈 

 

宣 言 項 目 に つ い て （ № 5 ） 社内で取組む事項、既に取り組んでいる事項に「○」を付ける 

５ 禁煙の促進 

社内禁煙（建物内禁煙）の実施。 206社が宣言 

・禁煙達成者へ協会けんぽ千葉支部長名で表彰状 
 を送付。 
・事業主様による禁煙達成者への景品等の贈呈。 

100社が宣言 

協会けんぽ保健師等を活用した喫煙者への禁煙 
指導・呼気一酸化炭素濃度測定会などの実施。 96社が宣言 
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社用封筒を提供いただき、事業主様と支部長の 
連名による禁煙勧奨文書を対象者へ送付。 
※印刷代、郵送代等は協会けんぽで負担 

122社が宣言 

禁煙促進は千葉支部の重点取組事項で
あり、宣言項目も多く設定している 



・社内禁煙の実施 

・禁煙勧奨連名文書の送付 

・呼気一酸化炭素濃度測定の実施 

・禁煙達成者への景品等贈呈 

 

宣 言 項 目 に つ い て （ № 6 ～ その他 ） 社内で取組む事項、既に取り組んでいる事項に「○」を付ける 

７ 健康保険委員の登録 

事業所と協会けんぽを結ぶパイプ役となる健康保険委
員の登録。 
※宣言を行った事業所は、原則、健康保険委員の登録あり 

８ 社内にポスター掲示 

協会けんぽが配付する「わが社は健康づくりをはじめ
ます」ポスターを社内に掲示し、健康づくりの推進を
従業員等へ周知。 

267社が宣言 

★ その他 

上記１～８以外に社内で取組む（取組済も含む）社員
の健康づくりがあれば記載。 

100社が宣言 

【主な宣言内容】朝のラジオ体操、社食メニューの改善、
血圧計の社内設置、インフルエンザ予防接種の推進、 
早帰りの促進、レクリエーション活動の実施 など 
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130社が宣言 ６ 健康セミナーの開催 

講師を派遣し、各種健康セミナー（腰痛・肩こり予防、
職場でできる簡単エクササイズなど）を無料で開催 
※29年度からは外部業者も活用し実施 

外部業者により6社で実施済み（15社より
申込みあり） 



≪特定健診受診勧奨文書（見本）≫ 

事業主様のメッセージ。 

文章については協会けんぽにて見本を用意しているが、

ご希望により変更が可能。 

★‐宣言項目№2「家族の健診」について‐★ 

• 40歳以上の被扶養者（ご家族）様宛に、事業主と
協会けんぽ千葉支部長の連名で健診の受診を促す
文書を送付。 
 

• 送付用の封筒として、事業所より社用封筒（長3
サイズ）を提供いただく。 
 

• 印刷代、郵送代等は協会けんぽが負担。 
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支部長のメッセージ。 

平成29年8月の時点で 
のべ 157社・3,327名へ 
健診受診勧奨文書を送付。 



申込方法 

【出張運動セミナーの様子】 

★‐宣言項目№6「健康セミナーの開催」について‐★ 

• 運動セミナーとして６つのプランを用意。お好きなもの
をお選びいただけるようになっている。 

 
• 外部業者に委託して実施しているため、土日祝日を含む

午前9時から午後7時の間対応が可能。セミナーの所要
時間は概ね１時間。 

≪出張運動セミナーのチラシ（見本）≫ 
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平成29年8月の時点で 
15社より申込みあり 

6社で実施済み 



健康宣言事業所向け広報紙「健康Ｔｉｍｅｓ」の発行 

 宣言を行った事業所向けに広報紙「健康Times」を定期的に発行。従業員の健康づくりに取組む 

事業所の紹介、健康レシピを掲載するなど、健康情報を発信している。 

≪健康宣言事業所向け広報紙“健康Times”（見本）≫ 
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 千葉支部の「健康な職場づくり宣言」事業について、千葉日報社に取り上げていただいた。 
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※平成28年10月に「健康な職場づくり宣言」を行った事業所が100社に到達。 

 100社目となった富津市のマザー牧場(株)様を訪問し、支部長が直接認定証を 

 お渡ししたが、その様子を千葉日報に取り上げていただいた 

【平成28年10月12日付 千葉日報 第11面】 （記事の利用については千葉日報社の了承済み） 

「健康な職場づくり宣言」事業に関する記事が千葉日報に掲載 



健康な職場づくり宣言を実施した7社が健康経営優良法人に認定 
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健康経営優良法人2017（中小規模法人部門） 認定法人名一覧 

日新パルス電子 株式会社（野田市） 日本環境開発 株式会社（千葉市稲毛区） 

ビィー・トランセホールディングス 株式会社（千葉市美浜区） 松原建設 株式会社（千葉市中央区） 

株式会社 オンフェイス（千葉市中央区） 株式会社 佐倉環境センター（佐倉市） 

小湊鉄道タクシー 株式会社（千葉市美浜区） 

健康経営優良法人認定制度とは？ 

 経済産業省が中心となり、特に優良な健康経営を実践している法人（企業等）を顕彰する制度。2016年創設。 

初年度の認定となる「健康経営優良法人2017」では、大規模法人部門は235、中小規模法人部門は318の法人が 

それぞれ認定を受けている。  ※協会けんぽ千葉支部加入の7法人も、中小規模法人部門で認定・顕彰されている 

 

「健康経営優良法人」に認定されると 
専用ロゴマークが使用可能に！ 

※協会けんぽ千葉支部 
 加入事業所のみ抜粋 

 健康経営優良法人の認定を受けるには、加入している医療保険者へ健康宣言を行っていることが条件の１つ 

となっており、上記の7法人はいずれも協会けんぽ千葉支部へ「健康な職場づくり宣言」を行っている。 



  今後、さらに円滑に事業を推進していくため、県内の経済3団体（商工会議所連合会、商工会連合会、中

小企業団体中央会）と健保連、協会けんぽの５者で「健康経営の普及促進に向けた相互連携に関する協定」

を締結することとなり、11月9日に協定締結式を行った。 

年 月 協定締結先 協 定 名 称 

平成26年5月 千葉市 千葉市民の健康づくり推進に向けた包括的連携に関する協定 

平成26年7月 千葉県 千葉県民の健康づくり推進に向けた包括的連携に関する協定 

平成27年1月 千葉県歯科医師会 千葉県民の歯・口腔の健康づくり推進に向けた包括的連携に関する協定 

平成28年1月 千葉県社会保険労務士会 健康づくり等の推進に向けた包括的連携に関する協定 

平成28年2月 千葉県薬剤師会 ジェネリック医薬品使用促進等に向けた包括的連携に関する協定 

平成28年9月 ファイザー 株式会社 健康増進等に関する包括的連携協定 

平成28年11月 
県内商工３団体 

健保連千葉連合会 
健康経営の普及促進に向けた相互連携協定 

平成29年3月 木更津市 木更津市民の健康づくり推進に向けた包括的連携に関する協定 

平成29年5月 
千葉大学 

千葉県商工会議所連合会 
企業の健康経営促進・普及のための連携協定 

平成29年7月 東京大学医学部付属病院 健康経営の普及促進に向けた相互連携に関する協定書 

【 協 定 締 結 状 況 】 

今後は5者が組織的・継続的に連携して、健康経営の普及促進を目指すこととなった 

地方自治体や関係団体等との連携について 

 協会けんぽ千葉支部では、加入者の健康づくり等を推進していくため、地方自治体や関係団体等とも協定を締結し、
相互協力関係を構築している。 
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 平成29年2月23日（木）に千葉市文化センターにて、千葉市、千葉商工会議所と

共同で「健康経営推進セミナー」を開催。 

 経済産業省による基調講演や、健康経営に取り組んでいる事業所や関係団体による

パネルディスカッション等が行われた。 

 また、協会けんぽ千葉支部が行っている健康経営の普及促進に関する取り組み状況

や「健康な職場づくり宣言」に関する説明も行った。 
パネリスト 

経済産業省、協会けんぽ千葉支部、 
千葉市、商工会議所、協会けんぽ加入事業所 など 

・基調講演「健康経営の推進に向けて」（経済産業省 ヘルスケア産業課） 

・協会けんぽ千葉支部の取り組みについて 

・健康経営の取り組み事例紹介 

・パネルディスカッション 

 ※パネリスト（経済産業省、協会けんぽ千葉支部、千葉市、商工会議所、協会けんぽ加入事業所） 

                             

  セミナーの主な内容 

≪パネルディスカッション≫ ≪基調講演≫ 
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千葉市と千葉商工会議所と「健康経営推進セミナー」を共催（平成29年２月） 



 宣言事業所に対するフォローアップについて 
 

※禁煙推進に関するもの 
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 各医療保険者が保有しているレセプトや健診データ等の分析に基づき、効率的な保健事業を推進していくこと。 
 国（厚生労働省）は協会けんぽ等の医療保険者に対し、平成27年度からの実施を義務付けている（平成27～29年度は第一期となる）。  

データヘルス計画とは? 

★‐千葉支部データヘルス計画における上位目標（第一期：H27～29年度）‐★ 

評価 
指標 

日本全体の喫煙率の減少割合（①）と、千葉支部加入者全体の喫煙率の減少割合（②）を 
比較する（平成26年度と平成29年度を全体・男女別で比較）。 
※①はＪＴ全国喫煙者率調査 ②は協会けんぽ一般健診データ より算出 
 

禁煙支援事業所 ＝ 健康宣言事業所 とする。 評価 
指標 

協会けんぽ一般健診データより、宣言事業所の平成26年度の喫煙者数と平成29年度の喫煙者数を 
比較する。ただし、対象者は26年度・29年度それぞれにデータがある者とする。 

評価 
指標 

【 喫 煙 者 の 割 合 】 

※資料：「平成24年度 協会けんぽ一般健診・付加健診データ」「平成26年 ＪＴ全国喫煙者率調査」 

37位／47支部 

45位／47支部 

43位／47支部 

 下表のとおり、千葉支部加入者の喫煙率は全国的に見ても高い。そこで、千葉支部では、事業主・事業所と連携し、 
禁煙活動を推進していくこととしている。 

データヘルス計画 
の策定 

協会けんぽ千葉支部のデータヘルス計画について 
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○宣言事業所向けに禁煙セミナーや呼気一酸化炭素濃度測定を実施 
 
 
 
・日本禁煙学会認定指導者の資格を有する講師に、受動喫煙の影響や、タバコの害、簡単にでき
る卒煙方法、加熱式タバコの情報等について講話いただいている（時間は30分～45分程）。 
 
 
 
 
・吐く息の中に含まれている一酸化炭素濃度の測定を実施。一酸化炭素はタバコの中に含まれて
いる3大有害物資の１つで、動脈硬化を促進し、心筋梗塞や脳梗塞の原因となります。 
喫煙者には、体内に多くの有害物質があることを知っていただくことで、禁煙の動機づけにして
いただき、非喫煙者には、受動喫煙の影響の有無を確認いただいている。 
 
 
 
 
・禁煙セミナーの実施事業所数     13社 参加人数 266名 
・呼気一酸化炭素濃度測定実施事業所数 21社 参加人数 313名 
 

禁煙セミナーとは？ 

呼気一酸化炭素濃度測定とは？ 

平成29年8月現在の実施状況 
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宣言事業所への具体的な取り組みについて① 



 
 
 
 
・喫煙者に対して事業主と協会けんぽ千葉支部長連名の通知と 
 禁煙外来が受診できる病院の一覧等を送付する取り組み 
  
 ★平成29年8月現在 42社 1,093名に送付 
 
 
 
 
 
  

禁煙のおすすめ通知を送付 

禁煙成功者に表彰状を贈呈 
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・事業所や禁煙に成功した本人からの電話連絡等により 
禁煙成功者に支部長名で表彰状を贈呈。 

★平成29年8月現在 261名に贈呈 

※宣言事業所の禁煙成功者以外に贈呈した人数も含む 
25年度 2 
26年度 44 
27年度 93 
28年度 129 
29年度 39 ※8/29現在 

宣言事業所への具体的な取り組みについて② 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 こ れ ま で の 支 援 状 況 
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≪従業員13名 社長と部長の影響力が強い運送業者Ｓ社のケース≫   

・社長、部長ともに数年前に禁煙に成功しており、禁煙に対する意識が高い。既に建物内禁煙を実施。 
   ※昨年、従業員の一人が禁煙に成功したため、会社から奨励金を支給した。 

・トラック協会のイベントに協会けんぽが参加したことがきっかけで、事業所訪問を行い「健康な職場づ
くり宣言」を実施していただいた。 

【29年5月】  社内喫煙対策について打合せ 
       ・社内喫煙対策チームの立上げ（チームリーダーはＳ社管理部長） 
       ・現状把握を目的に喫煙に関するアンケートを実施 
          ≪アンケート結果≫ 喫煙者6名、いずれも禁煙に関心あり、ただし禁煙外来は希望せず 
 
【29年7月】  ・アンケート結果のフィードバック 
                     ・禁煙成功者への奨励金制度の創設        
 
【29年8月】  ・禁煙セミナー＆呼気一酸化炭素濃度測定会を実施 
        ※セミナー後のアンケートで2名が禁煙外来を受診したいと回答（前回時は０名） 
         ・喫煙者へ事業主と支部長の連名による「禁煙おすすめ通知」を送付        
 

引き続き事業所と連携し、禁煙に向けた支援を行っていく予定 

禁煙支援の具体的事例 


